
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年５月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２横第１８０号 

事故等種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２４年７月２０日 ０９時００分ごろ（日本時間） 

発生場所 ペルー共和国リマ南東方沖  

（概位 南緯１６°４３′ 西経０８７°０４′） 

事故等調査の経過  平成２４年１０月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 開発
かいはつ

丸、４８９トン 

 １３７２０５、日本鰹鮪漁業開発株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海） 

一等機関士、三級海技士（機関） 

 死傷者等 軽傷 １人（一等機関士） 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長及び一等機関士ほか２０人が乗り組み、平成２４年７

月１９日１５時３０分ごろ（船内使用時刻、日本時間（－）１５時

間、以下同じ）、約４～５ノットの対地速力で手動操舵によって南進

しながら、まぐろ延縄操業の揚縄作業を開始した。 

一等機関士は、他の乗組員２人と共に前部甲板において、一等航海

士の指揮の下、ブランリール（枝縄巻き機）を使用し、枝縄を整理し

て巻き取る作業を行い、並行して他の乗組員１２人（以下「取込当

番」という。）が舷門付近で取込装置を使用した漁獲物の取り込み及

び取り外し作業を行っていた。 

一等機関士は、取込当番の１人が掛かった魚を取込装置で甲板上に

取り込んだ後に取込装置を取込位置から待機位置に戻すために作動レ

バーを操作した頃、幹縄から枝縄を外し、ブランリールにスナップを

固定して作動させ、枝縄の巻き取りを開始した。 

一等機関士は、枝縄の大部分を巻き終えた頃、ナイロンハリスが絡

んだ状態となっていることに気付き、絡みを取ろうと思い、ナイロン

ハリスを右手でつかんで引っ張ろうとした際、一等機関士が保持して

いた枝縄の釣針が取込装置に引っ掛かっており、取込装置の移動によ

ってナイロンハリスが緊張し、１８時００分ごろ一等機関士の右手親

指の先端が締め付けられて負傷した。 

作業の進行を監視していた甲板長は、このことに気付き、ブランリ

ール及び取込装置を停止させ、また、本船を停止して救助に当たっ

た。 



 

船長は、揚縄を中止して７月２２日１５時００分ごろペルー共和国

カヤオ港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 一等機関士は、実習船でのまぐろ延縄実習の経験はあったが、本航

海で初めてまぐろ漁船に乗船し、当日で２５回目の操業であった。 

 一等機関士は、揚縄作業中、綿製の薄手の手袋、ビニール手袋及び

軍手の順に手袋を三重に着用していた。 

 一等機関士は、健康であり、休息及び睡眠も十分であった。  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船はリマ南東方沖を南進しながら操業中、一等機関士が、枝縄の

巻き取り作業で絡んだナイロンハリスを右手でつかんで引っ張ろうと

したことから、その釣針が取込装置に引っ掛かっており、取込装置の

移動によってナイロンハリスが緊張し、右手の親指がナイロンハリス

の絡み部分に締め付けられて負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船がリマ南東方沖を南進しながら操業中、一等機関士

が、枝縄の巻き取り作業で絡んだナイロンハリスを右手でつかんで引

っ張ろうとしたため、その釣針が取込装置に引っ掛かっており、取込

装置の移動によってナイロンハリスが緊張し、右手の親指がナイロン

ハリスの絡み部分に締め付けられたことにより発生したものと考えら

れる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・索類の絡み等を発見した場合、装置を停止して解除作業を行うこ

と。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




